
学位論文の概要

１．研究の背景

　20世紀は大量生産，大量消費，大量廃棄の世紀で

あり，21世紀はそれらのパラダイムを転換した「環

境の世紀」といわれる．日本においては，CO2の排

出量を－50％や－80％に削減するような目標も提示

されたが，21世紀に入り10数年が経過した現時点で

も，リサイクル技術の進歩や自然エネルギーの普及

などが見られる一方で，国民は20世紀のパラダイム

から脱することはできていない．家庭におけるCO2

排出量は2010年でようやく1990年をやや下回る状

況に至った（1990年4,823	kg-CO2，2010年4,758	

kg-CO2）が，電力によるCO2排出量の削減はなされ

ていない（1990年1,717kg-CO2，2010年2,066	kg-

CO2）1）．東日本大震災の影響で，2011年，2012年

には電力消費を抑制しようとの試みが全国的に実施

され，努力をすれば10％程度の使用量抑制は可能で

あることも明らかになった．しかしながら，消費経

済を基礎としたライフスタイルに変わりはない．

　このような背景で，如何にしてパラダイムを変換

させるのか．一度快適なライフスタイルを得た人々

が，不便を強いられる過去に戻ることは相当困難で

あることは容易に想像される．そうであれば，新し

い規範（ここでは「ルール」に近い）や価値をもって

パラダイムを転換することが必要となる．環境ビジ

ネスの世界では，そのトリガーを引くのは政策とい

われており，法の整備でリサイクルがビジネスを創

出した実績もある．政策などの新たな規範（ルール）

や価値を持ってのライフスタイルへの転換が必要で

ある．

２．研究の意義と目的

　本研究では，そうした新たな規範や価値に基づい

たライフスタイルの転換が如何にして可能かという

ことをテーマとしている．このテーマについては広

瀬（1994）2）の環境行動論が基礎的な考えとなるが，

実際の「暮らし」の現場における「手法」としては様々

なものが考えられる．最も簡単なものは意識啓発に

よる取り組みであるが，広瀬の指摘するよう行動意

図の形成要因を満たさないものが実際の活動に結び

つくことは希である．広瀬によれば，行動意図は実

行可能性，便益・費用，社会規範の評価で成される

とされており，これらの評価が一線を越えた時には

じめて環境配慮行動が生まれる．これをライフスタ

イルにあてはめれば，機会とコストと規範といえる

であろう．

　本研究では，そうしたライフスタイルの転換を図

る規範や行動について「環境に配慮した暮らしの実

践手法」という視点で，その実践手法について論じた．

また，本稿においてコミュニティは，そうした意識

を行動に結び付ける生活共同体としての存在ととら

えた．

　意識と行動と規範の関係性について，広瀬（1994）
2）は，環境問題に関する関心や意識などの一般的態度

である「目標意図」は，環境リスク認知，責任帰属認知，

対処有効性認知の3つの環境認知から形成され，環

境配慮的行動に対する意図である「行動意図」は，

便益・費用評価，実行可能性評価，社会規範評価の3

つの行動評価から形成されることを指摘した．ここ

では本稿で焦点をあてる3つの要素以外の項目も含

まれるが，本稿では広瀬の手法を試みつつも，最終

的に規範の効用に焦点を当てていくことになる．

　一方，行動と規範に関しては，ハーディンが提示

した「コモンズの悲劇」をきっかけに所有権の側面

から様々な議論が展開されてきた（池田（2006）3））．

これらの議論において自然資源は，オープンアクセ

スでは収奪的な展開により悲劇を招くが，規範を有

した共同体による管理においてはその環境は保全さ

れることが報告されている．

　このような規範を有する仕組みとして，日本にお

いては「入会」が挙げられる．入会の仕組みが近代

における山林の荒廃状況から環境保全的ではないと

の井上（1997）4）による指摘もあるが，それは，共同

体の規範やその対象となる資源が現代の社会経済シ

ステムに適応できていないのであり，共同体の規範

を現代の社会経済システムと整合させることができ

れば，現代における新たな環境保全の仕組み，すな

わち環境に配慮した暮らしの創造となりうると考え

られる．

　環境や規範からコミュニティの持続性を論じたも

のに，E.Ostrom（1990）5）の提示した共有資源の長

期的な持続を図るための7つの設計原理が挙げられ

る．これは，共有資源を有するコミュニティの統治

手法を現代の社会経済システム上で明らかにしたも

のである．

　さらに，ソーシャル・キャピタル（SC）の側面から

行動について論じたものとして，滋賀県の琵琶湖の

72

環境共生コミュニティの成立要因と実践手法に関する研究

－環境配慮意識の形成過程を中心に－ 鵜飼　修
滋賀県立大学地域共生センター



学位論文の概要

環境保全活動とその背景を考察したNickum（1999）
6）は，流域で育まれた高いソーシャル・キャピタルが

環境保全活動の成功に影響していることに言及して

いる．Pretty	（2003）	7）は「コモンズに対するソーシ

ャル・キャピタルとガバナンスの考えは，世界各地

のエコシステムにおけるに自然資源に建設的，持続

的な結果をもたらす道筋を与える」と指摘している．

　本稿においてはコモンズ論やコミュニティの統治

については参考にしつつも，議論の対象とはしない．

実在のコミュニティを対象にそれを構成する人々の

意識と行動とそれらに影響を与える要因の関係性か

ら，環境行動を促す規範に焦点をあて考察していく．

３．研究の方法

　本研究は，環境共生コミュニティの成立要因と実

践手法，すなわち環境に配慮した暮らしを実践する

ための要因と手法に関する研究として，環境配慮意

識の形成過程を中心に，気づきをもたらす実践や活

動が，人々の意識や，活動とどのように関係するの

かを明らかにすることを目的としている．この目的

を達成するために，

1．まず，環境配慮型のライフスタイルを実践する生

活空間としての「古民家」に着目し，そのライフタ

イルに対する住民の意識を考察し，

2．続いて，環境配慮型のライフスタイルを伝統的な

集落内の拠点で実験的に試みることで，集落住民の

環境意識への影響を考察し，

3．さらに，新しい住宅地開発として環境配慮型戸建

住宅団地を対象にその環境配慮型ライフスタイルを

促す要因を考察し，

4．これらの考察から，集落における地域環境資源と

住民意識とまちづくり活動のつながりに注目し，そ

の関係性をモデル化することで，

　人々の環境意識と地域環境資源とまちづくり活動

がどのように関係するか解明を試みた．実在するプ

ロジェクトやコミュニティを対象に，そこに参加す

る人間の意識と行動が変化するには，どのような手

法があるのかを明らかにした．本研究では4つの実

証的研究から手法の考察を行った．

４．研究成果の要約

　本研究の成果を要約すると以下のとおりとなる．

　まず，環境に配慮した暮らしの実践手法として地

域にストックされた地域資源に着目し，それらをど

のように活用すれば環境に配慮した暮らしが創造さ

れるかを考察した．注目した地域資源は「古民家（エ

コ民家）」であった．古民家は家電設備が導入されて

いない時代の暮らしの場であると共に，現代から見

れば環境への負荷を抑制した暮らしを実現する可能

性のある場でもあるととらえた．そうした視点から

如何にして古民家を活用すれば環境に配慮した暮ら

しが創造されるのか，地域に残された古民家の再利

用を通じて，環境への負荷をかけない暮らしの実践

可能性とその効用を実際の民家改修プロジェクトに

おいて実践し検証した．

　その結果，入居予定者の「学生が興味を有する活

動としての古民家活用プロジェクトの存在」と「地

元と学生による古民家活用主体の存在」が地域にお

ける基盤として存在し，「学生の環境意識を啓発する

コンセプトとその実践」「古民家における生活文化を

探る地域調査の実施」がなされることで，環境負荷

の抑制をはかる環境共生型ライフスタイルへの気づ

きを促すことが確認された．しかしながら，地域住

民が，入居者による環境共生型のライフスタイルへ

関心を抱き，自らのライフスタイルへ導入しようと

いう状況には至らなかった．

　集落住民へ影響するには至らなかったが，入居者

について言えば，これは規範が定められた環境配慮

活動の実践が，入居者自身の関心に沿ったコンセプ

トと実践の機会と合致した事で成されたと言えよう．

　続いて，滋賀県彦根市の農村集落（下石寺集落）を

対象に集落コミュニティのSCが環境配慮意識形成に

どのような影響を与えるか，実験手法を提示すると

共にその影響を考察した．

　2008年と2009年に行った意識調査の結果，意識

レベルにおいては住民の環境配慮活動主体の活動に

対する意識が国や技術（他人事）から自治体（この場

合、自治会）や個人(自分事）へという変化が認められ

た．

　住民の行動レベルにおいては水路，農地，里山の3

つの地域空間資源について有意な変化は見られなか

ったが，それらSCとの関係を有する地域空間資源と

して抽出した項目にもかかわらず，SCと地域空間資

源とのつながり度合いの差が確認された．

　これら3つについて当該集落の歴史を合わせて考

えれば，水路は，田舟による生活などかつての水と

の関わりの深さが，農地は集落形成当時からの生業

としての関わりや悲願の干拓事業との関係性の深さ

が想像できる．しかし，里山についてはエネルギー

革命以降の利便追求型のライフスタイルによりそれ

に対する意識が失われていった．里山は水路や農地

とは異なり現在の生活に近い存在ではない．

　これらより，当該集落においては，水路や農地を

対象とした環境配慮意識形成を促す取り組みは，そ

れらのSCとのつながりが現在でも深いことから効果

が期待できよう．しかし，里山については，すでに
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集落住民と学生による里山整備活動が実践されてい

るが，現代的な視点から里山に対するSCを高め，SC

と里山とのつながりを深める工夫が必要と考えられ

た．

　かつて農村集落はSCと地域空間資源の関係が密接

であった．その関係の中で，集落は持続可能であっ

た．その後，社会環境や生活基盤の変化により，人々

のSCと地域空間資源は分離していき，同時に持続可

能性も失われていった．この状態を再構築し，環境

負荷やエネルギー消費を抑制するには，技術による

地域空間資源の活用や，技術導入だけではなく，人々

のSCと地域空間資源とのつながりを如何に構築する

かが必要であろう．本稿ではSCと地域空間資源と環

境配慮意識形成の関係について，実験を通じて考察

した．その実験自体は集落住民の意識に影響を与え

ることは確認できたが，行動の変化をもたらすこと

はできなかった．しかし，それらの特性や変化が起

きない原因は明らかになった．それは，SCでありSC

と地域空間資源とのつながりの強弱である．地域空

間資源に対するSCの強化，たとえば，「新たな規範」

の創造や「つながりを強化するための技術」の導入

が必要である．エコ民家の導入による実践提示の取

り組みはこれらの第一歩と考える．

　新たなコミュニティ創造のケースとして戸建て住

宅団地における環境共生コミュニティの創造手法に

ついて考察した．対象は近江八幡市に建設された小

舟木エコ村であった．これまで例示したように環境

共生コミュニティの形は様々であるが，そうしたコ

ミュニティの創造について，300世帯を超え，かつ

新しく開発された戸建て住宅団地における試みは希

である．このようなコミュニティにおいて如何にし

て環境共生コミュニティを創造することができるの

か，小舟木エコ村を事例として，そのプロセスと特

徴を分析し，戸建て住宅団地型環境共生コミュニテ

ィの創造手法を考察した．

　その結果，小舟木エコ村は，NPOによる理念提示

と関与，開発プロセスおよび販売方法において特殊

性が確認された．続いて環境配慮設備・空間の導入

が全戸になされており，環境保全行動の実行率も全

国調査と比較して高いことが確認された．この点で

小舟木エコ村は実際に環境共生（環境負荷抑制を目指

した）コミュニティであることを確認した．そして，

小舟木エコ村における環境共生コミュニティの形成

要因を考察したところ，事業会社であるA社：（株）

地球の芽の存在が環境共生コミュニティの創造に寄

与していることが明らかとなった．

　A社は，理念や規範を構築したNPOから派生した

存在であり，常に理念や規範を発信・伝達してきた

存在でもあることから，そうした存在が，新しく創

出される環境共生コミュニティの創造には有効であ

ったと考えられる．

　最後に，既存集落において，住民の地域環境資源

への気づきとそれらに対する保全あるいは再生活動

（まちづくり活動）がなされることが，環境共生コミ

ュニティとしての行動であるととらえ，環境共生コ

ミュニティの創造手法を滋賀県の伝統的集落（下石

寺集落）を対象に再考した．伝統的な集落では，共有

地の管理など環境共生の行動が多くなされてきたが，

現代社会において，それらの行動は衰退の一途をた

どっており，自らの地域環境への気づきとそれらに

対する関与行動を如何にして再興すれば良いのか，

前述の広瀬によるモデルを基本として対象集落から

得られたモデルを考察し，その要点について先行研

究を踏まえたモデルを仮設し，検証を試みた．

　その結果，当該集落では，情緒的要因（帰属意識や

愛着）と地域環境資源への認知が，知識・意識の高さ

に影響し，それが行動評価につながり，最終的にま

ちづくり活動への参加につながることが明らかとな

った．一方で，情緒的要因が地域環境資源に影響さ

れつつも，地域環境資源への認知がまちづくり活動

の推進に影響を与えるルートには，プラス，すなわ

ち肯定的なルートと，マイナス，すなわち否定的な

ルートの両面があることが確認された．

　すなわちこれは，歴史ある地域資源の認知が容易

な当該集落において，地域環境資源の保全を図る行

動（環境配慮活動）を実践するには，地域環境資源へ

のマイナスイメージ（例えば規範に対する負担感や嫌

悪感）の認知を払拭することが有効と考えられる．こ

れは言い換えれば，地域環境資源に新しい価値を持

たせることであり，例えば里山を例に挙げれば，バ

イオマス発電や薪販売などの現代的な価値を地域環

境資源に持たせることが考えられる．このように伝

統的な既存集落を環境共生コミュニティとして再構

築するには，既存の価値を転換する方策が必要とな

るであろう．

　また，住民意識構造の最終モデルから，時間的要

因－まちづくりのつながりが大きいことが再度確認

された．時間的要因からまちづくりへ参加をするの

は，すなわち高齢者であり，男性よりも女性の方が

やや意識が劣るが，現場で実際の活動を参与観察し

ていても高齢者が夫婦でまちづくり活動に参加して

いることが確認できた．当該集落でまちづくり活動

をより推進しようとすれば，戦略として考えられる

のは，活動に無関心な人々の「やる気」を醸成するか，

革新的であるが集落への愛着が低い人の価値観を変

化させ一緒に活動してもらうか，ということになる．
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これらの人々には住民意識構造から，情緒的要因に

訴えかける方法が有効であると推察された．特に若

い女性達が集落に愛着を抱くようなきっかけを提供

することが有効であると推察された．共働きで働き

盛りの世代には，時間的問題を解決する必要がある

が，往々にしてこの世代は小学生の子どもを持つ世

代であるので，子どもを通じた価値観の転換を促す

ことが戦略として考えることができた．

５．環境に配慮した暮らしの実践手法の要点

　以上，本稿では環境に配慮した暮らしの実践手法

について，実証的研究を試み考察した．いずれの事

例についても共通することは，環境との共生を目途

とした理念を据え，その理念への共感とそれを具現

化する「規範」への気づきや参加をきっかけにして

環境に配慮する暮らしの創造につながるということ

であった．理念だけの提示では不足であり，なにが

しかの規範を形づくることが必要なのである．

　例えば，エコ村における「憲章－23の課題－風景

づくり手帖」の存在や，エコ民家における環境負荷

を抑制するしつらえ（設備的仕様），下石寺集落での

集落の地域環境資源を守り継承するという集落の伝

統が，目に見える，見えないの違いはあるが「規範」

である．環境に配慮した暮らしの創造には，それら

規範の定め方や認知の方法も含めて工夫が必要であ

ることが要点といえよう．そして，これらの規範に

住民が現代的な「価値」を見出さないと，地域環境

資源を有する伝統的な集落の場合は，下石寺集落の

ように負の要因となることも明らかになった．エコ

民家では改修・調査プロセスに生活者が参加するこ

とが規範の定め方や認知の方法となり，エコ村では

ＮＰＯが規範づくりを行い，その理念を継承した事

業者が中心となり宅地の分譲が行われた．これらか

ら規範の内容もプロセスも一律ではないが，そのコ

ミュニティの状況に合わせた規範と創出プロセスが

存在していたことが確認できた．

　すなわち環境に配慮した暮らしの実践手法として

は，規範の作成とそのプロセスが要点となるのであ

ろうことが推測される．

　一方で，このような手法の中で規範を定めるだけ

では，環境に配慮した暮らしが実践されるとは断言

できない．本研究の3事例ともそのコミュニティで

の「生活」「居住」が関与しており，実際にそのコ

ミュニティに住むという条件が存在していた．すな

わち，そのコミュニティに住むこと=生活者であるこ

とと，それぞれのケースに応じたプロセスを通じた

規範を定めることの両方が組み合わさる必要がある．

規範なき居住では環境共生コミュニティは生まれず，

規範だけでは実現されない可能性がある．この点は，

E.Ostromの提示した，自らの規範を持つ共同体によ

る共有資源のセルフガバナンスの現代経済社会にお

ける有用性と共通する．

　昨今の環境技術の進展や制度的なインセンティブ

により，エネルギー使用量の抑制などが試みられて

いるが，そうした手法の摘要と同時に，やはり実施

する主体の環境と共生するという理念への共感と，

その地域や建物への居住を通じた規範への参加にお

いて新しい価値を得ることが肝要であろう．そして，

それらの規範は，未来社会のあり方を見据えたパラ

ダイムシフトの方向性を有することが必要である．

６．今後の研究課題

環境に配慮した暮らしの実践手法についての研究

課題としては，今後は様々なケースで規範の作成と

プロセスの調査との環境共生コミュニティとしての

成否・効果について調査研究を重ねる必要がある．

また，下石寺集落の調査研究においても，調査を通

じて必ずしも環境に配慮した暮らしを実践するコミ

ュニティへの転換が成されている状況ではないので，

これらの活動を推進する方策についても考究する必

要がある．

大量生産，大量消費，大量廃棄の時代を経て，私

たちは，人間としての賢い生き方を模索する時代に

移行している．広瀬の提示した環境意識と行動に関

する基礎理論に普遍性はあるが，そこにパラダイム

をシフトする新しい価値観・規範を醸成するための

実践手法が必要なのである．情報化社会において主

体の多様性が高まるばかりではあるが，今後は同時

に情報というつながりを活用しつつも地に足の付い

たリアルな環境に配慮した暮らしの実践手法の考究

が必要である．
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